
に
症
染
感
の
ス
ル
イ
ウ
ロ
ノ

い
さ
だ
く
意
注
ご

　

胃
性
染
感
る
よ
に
ス
ル
イ
ウ
ロ
ノ

ス
ル
イ
ウ

は
染
感
の
へ
人
の
炎
腸

る
す
に
口
を
物
食
飲
た
れ
さ
染
汚
に

に
染
感
次
二
の
へ
人
ら
か
人
や
と
こ

浄
洗
毒
消
の
等
具
器
理
調
行
励
の

が
策
防
予
の
等
熱
加
な
分
十
の
品
食

痛
腹

吐
う
お

気
き
吐
に
後
日
２

。
す
ま
出
が
状
症
の
等
熱
発

痢
下

ん
と
ほ

く
軽
は
状
症
は
に
的
般
一

の
力
抗
抵
ど
な
児
幼

者
齢
高

が

り
あ
も
と
こ
る
な
に
症
重
は
方
い
弱

違
間
と
邪
風

は
状
症
期
初
。
す
ま

。
す
で
要
必
が
意
注
で
の
い
す
や
え

を
断
診
の
師
医
ら
た
れ
わ
疑
が
染
感

。
い
さ
だ
く
て
け
受

（課
進
推
康
健

31
‐

）
４
２
５
４

（
所
健
保
路
釧

65
‐

）
５
２
８
５

　

い
合
み
混
変
大
は
近
間
限
期
効
有

が
性
能
可
い
な
き
で
診
受
に
内
限
期

く
用
利
ご
に
め
早

で
の
す
ま
り
あ

（
い
さ
だ

19

発
月
６
年
）
元
和
令
（

。）
済
送

①
20
歳　

②
40
歳

※
19

成
平
（

31

在
現
日
１
月
４
年
）

齢
年
の

課
進
推
康
健

（

31
‐

）
４
２
５
４

検
ん
が
乳
②
ん
が
頸
宮
子
①

月
３
は
限
期

31

す
で
で
ま
㈫
日

座
講
て
育
子
の
月
２

り
作
事
食
の
も
ど
子
、
単
簡
で
軽
手
●

月
２

13

前
午
㈭
日

10
時
30

11

時
30
分

の
そ
と
ん
さ
子
お
の
上
以
月
カ
３

30
組 

タ
ン
セ
点
拠
援
支
て
育
子
部
東

20

度
年
）
２
和
令
（

　

込
申
所
入
等
所
育
保
規
新

　
　
　
　

）
次
２
第
（
付
受

し
直
見
の
画
計
市
都
圏
路
釧

ん
さ
皆
が
道
海
北
て
い
つ
に

す
ま
し
集
募
を
見
意
の

　

所
育
保
可
認
の
内
市
ら
か
月
４

業
事
育
保
型
域
地

園
も
ど
こ
定
認

さ
望
希
を
所
入
の
ん
さ
子
お
に
設
施

を
け
付
け
受
の
込
申
所
入
の
方
る
れ

談
面
の
ん
さ
子
お
に
時
同
。
す
ま
し

一
と
ん
さ
子
お

で
の
す
ま
い
行
も

を
書
込
申
。
い
さ
だ
く
し
越
お
に
緒

可
認
各

課
成
育
も
ど
こ

か
く
だ

型
域
地

園
も
ど
こ
定
認

所
育
保

く
て
け
受
を
付
交
で
設
施
業
事
育
保

。
い
さ
だ

月
２

上
の
絡
連
に
前
事

17

㈪
日

21

時
９
前
午
㈮
日

30

も
ど
こ
定
認

所
育
保
可
認
各
に
時

へ
設
施
業
事
育
保
型
域
地

園

（
当
担
育
保
課
成
育
も
ど
こ

31
‐

）
１
４
５
４

　

お
市
路
釧
（
圏
路
釧
は
で
道
海
北

案
た
れ
さ
出
提
ら
か
）
町
路
釧
び
よ

の
域
区
画
計
市
都
圏
路
釧

に
基
を

と」
針
方
の
全
保
び
及
発
開

備
整
「

域
区
整
調
化
街
市
と
域
区
化
街
市
「

し
直
見
の
」
）
分
区
域
区
（
分
区
の

し
ま
め
と
ま
り
取
を
案
素

い
行
を

。
た

表
公
の
領
要
集
募
見
意
び
よ
お
案
素

所
場

都
局
り
く
づ
ち
ま
部
設
建
道
海
北
・

https://
w
w
w
.pref.hokkaido.lg.jp/kn/

tki/index.htm

）

課
画
計
市
都
階
５
所
役
市
・

政
行
、
課
画
計
市
都
（
庁
道
海
北
・

）
ト

件
案
集
募
見
意

　

及
発
開
、
備
整
「

」
針
方
の
全
保
び

間
期
集
募
見
意

　

月
２

17

月
17

）
着
必
（
㈫
日

会
聴
公
●

件
案
聴
公

　

保
び
及
発
開
、
備
整
「

」
分
区
域
区
「
」
針
方
の
全

月
４

20

Ｂ
・
Ａ
室
議
会
階
５
舎
庁
災
防

　

な
変
大
が
活
生
の
日
毎

い
な
い
が

の
心
や
体
の
ん
さ
母
お
の
後
産

ど

ま
り
あ
が
と
こ
る
な
く
き
大
が
担
負

師
産
助
ら
が
な
し
泊
宿
に
院
病
。
す

え
合
き
向
に
児
育
に
き
向
前

で
と

せ
ま
み
て
し
ご
過
を
間
時
た
し
ス
ク

。
か
ん

と
ん
さ
母
お
の
満
未
月
カ
４
後
産

）
ん
せ
ま
き
で
は
用
利
の
ん
さ
子
お
の

棟
病
科
産
院
病
合
総
路
釧
立
市

間
期
用
利

　

泊
２
は
た
ま
日
２
泊
１

）
み
の
日
平
（
日
３

担
負
己
自

　

別
（
円
０
０
０
５
泊
１

）
代
事
食
途

（課
進
推
康
健

31
‐

）
５
２
５
４

業
事
）
型
泊
宿
（
ア
ケ
後
産

室
習
自
の
め
た
の
庭
家
親
り
と
ひ
●

㈪
日
３
月
２

10

㈪
日

17

㈪
日

25

時
１
後
午
㈫
日

30

30
分と

ひ
る
い
て
し
指
目
を
得
取
格
資

児
託
（
子
び
よ
お
親
の
等
庭
家
親
り

）
約
予
要
。
り
あ

室
習
学
ン
コ
ソ
パ
●

㈫
日
４
月
２

18

㈫
日

25

㈫
日

前
午

10

親
の
等
庭
家
親
り
と
ひ

）
約
予
要
（
人
７

前
午
㈯
日
８
月
２

10

時

親
の
等
庭
家
親
り
と
ひ10

）
約
予
要
。
り
あ
児
託
（
人月

２

13

・
㈭
日

14

前
午
㈮
日

10
時 さ

父
お
の
等
庭
家
親
り
と
ひ

せ
ら
知
お
へ
ん
さ
母
お
、
ん

﹈
室
教
①
﹇

月
２

16

９
前
午
㈰
日

時
45

　

﹈
会
学
見
②
﹇

２

月
19

㈬
日

(

月
２
部
一

20

㈭
日

)

階
４
舎
庁
災
防
①

　

支
て
育
子
②

金
料
道
水
下
上

口
窓
談
相
付
納
曜
日
・
間
夜間

夜
　

月
２

18

で
ま
時
８
後
午
㈫
日

曜
日
　

月
２

16

時
５
後

‐１
‐

）
１
２
１

下
上
（
所
務
事
路
釧
㈱
境
環
一
第

受
務
業
等
納
収
び
よ
お
針
検
部
道
水

社
会
託

43
‐

）
１
６
１
２

　

種
工

り
お
て
れ
さ
録
登
に
で
す

要
必
の
請
申

は
方
い
な
が
更
変
に

。
ん
せ
ま
り
あ
は

務
業
象
対

　

建
び
よ
お
事
工
設
建
①

託
委
る
係
に
事
工
設

　

製
の
件
物
②

よ
お
れ
入
買
は
た
ま
売
販

負
請
造

係
に
事
工
設
建
（
務
業
の
他
の
そ
び

）
く
除
を
託
委
る

申
は
等
局
部
先
録
登

件
要
格
資
※

。
い
さ
だ
く
覧
ご
を
き
引
手
の
請

間
期
録
登
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和
令
（

月
３
年
）
３

31
日

12

）
着
必
（
㈬
日

階
３
所
役
市
で
送
郵
は
た
ま
接
直
を

５
８
０
〒
（
当
担
約
契
課
理
管
約
契

‐

７
町
金
黒
５
０
５
８

‐
５

31
‐
４

へ
）
８
０
５

20

度
年
）
２
和
令
（

　

査
審
格
資
加
参
札
入
争
競

　

）
録
登
加
追
（
付
受
請
申

　

月
２

28

前
午
㈮
日

10

会
開
ら
か
時

傍

は
様
模
の
議
会
本
。
す
で
定
予

会
議
市

か
く
だ
た
い
し
越
お
に
聴

（局
務
事
会
議

31
‐

）
１
８
５
４ 会

例
定
月
２
会
議
市

に
故
事
通
交

い
さ
だ
く
け
付
を
気
お
分
十

　

よ
に
結
凍
や
雪
積

は
期
時
の
こ

ま
れ
さ
念
懸
が
生
発
の
故
事
通
交
る

を
況
状
面
路

は
際
る
す
出
外
。
す

し
ま
け
掛
心
う
よ
る
す
動
行
に
め
早

課
活
生
民
市

（

31
‐

）
１
２
５
４

 ●市民意見提出手続条例に基づき
　皆さんの意見を募集します

　下記の素案の詳しい内容は、各公表場所に備え付けの資料か、
市ホームページをご覧ください。

釧路市営住宅条例施行規則の一部改正

内　　容

　一般の公募とは別に、特定要件の募集枠を設け、よ
り住宅を必要としている世帯が優先的に入居できる「特
定目的住宅」に、若年新婚世帯が優先して入居できる「新
婚世帯向け住宅」を新たに設けるよう本条例施行規則
の一部を改正するもの。

募集期間 ～３月上旬

素案の
公表場所

市役所・各行政センター１階市政情報コーナー、各
支所、市ホームページ

市役所５階住宅課

意見の
提出方法

住所、氏名（団体名）、電話番号を記入の上、メー
ル、郵送、信書便、ファクス、持参で提出してくだ
さい。様式は問いません。

提出・
問合先

住宅課
（〒085-8505黒金町７-５ 31-4564 24-0581 
jyu-jyuutaku@city.kushiro.lg.jp） 場

の
止
中
合
場
い
無
が
望
希
述
公
※

り
あ
合

先
出
申
の
述
公

　

ま
部
設
建
道
海
北

課
画
計
市
都
局
り
く
づ
ち

都
局
り
く
づ
ち
ま
部
設
建
道
海
北

（
課
画
計
市

１
１
０

‐

４
０
２

‐

（
課
画
計
市
都
）
３
６
５
５

31
‐

）
５
５
５
４

娠
妊

34

そ
と
ん
さ
婦
妊
の
で
ま
週

）
先
優
方
の
産
初、
講
受
規
新
（
族
家
の

30

）
切
締
員
定
（
組

等
報
情
ち
立
役
お
て
育

推
康
健
で
話
電
ら
か
㈪
日
３
月
２課

進

（

31
‐

）
５
２
５
４

へ

65
‐

）
２
１
９
９

び
遊
し
ぐ
ほ
体
で
子
親
●

月
２

18

前
午
㈫
日

10
時
30

11

時
30
分

と
ん
さ
子
お
の
上
以
月
カ
５
歳
１方

る

30
組

タ
ン
セ
点
拠
援
支
て
育
子
部
西

65
‐

）
２
１
１
６

れ
入
手
お
の
歯
乳
●

月
２

20

前
午
㈭
日

10
時
30

11

時
30
分

の
そ
と
ん
さ
子
お
の
上
以
月
カ
３族

家

20
組 

（
和
昭
場
広
の
い
ど
つ
子
親

55
‐

）
１
３
２
２

り
つ
ま
雛
お
●

月
２

27

前
午
㈭
日

10
時
30

11

時
30
分

の
そ
と
ん
さ
子
お
の
上
以
月
カ
３族

家

25
組 

タ
ン
セ
点
拠
援
支
て
育
子
部
中

38
‐

）
７
３
０
５

親
の
等
庭
家
親
り
と
ひ

）
約
予
要
。
り
あ
児
託
（
人
７

談
相
律
法
料
無
る
よ
に
士
護
弁
●

月
２

19

時
１
後
午
㈬
日

30

時　

方
の
般
一

親
の
庭
家
親
り
と
ひ

）
約
予
要
。
り
あ
児
託
（
人
４

交
接
面

費
育
養

権
親

婚
離

等
権
渉

月
２

22

前
午
㈯
日

10

時
30
分

親
の
等
庭
家
親
り
と
ひ10

）
約
予
要
。
り
あ
児
託
（
人

】
通
共
【

家
子
母
路
釧
で
話
電

22
‐

へ
）
１
０
４
２


